
電線共同溝関係者で自転車・歩行者への啓蒙活動を実施しました。 

■【目的】 
   電線共同溝工事は、原則夜間にて管路を歩道内に埋設する工事です。歩道や車道を規制しながら施工しますので、道 
   路利用者（特に自転車・歩行者）が通行する幅が狭くなっており、皆様には何かとご不便をおかけしますので、下の 
   写真の記載されている注意事項を守っていただきご通行下さい。 
   平成２７年６月１日より改正道路交通法により自転車の規則が厳しくなりました。自転車利用者の皆様にも自転車安 
   全利用五則を守っていただき、事故防止に繋がればと考えています。 
   自転車安全利用五則とは、①自転車は車道が原則、歩道は例外 ②車道は左側を通行 ③歩道は歩行者優先で、車道 
   寄りを徐行 ④安全ルールを守る ⑤子どもはヘルメットを着用 (警察庁・都道府県警察) 
 
■【実施日時及び実施場所】  
   実施日時：平成２８年８月３1日（水） ７：３０～８：００（３０分間）    
   実施場所：国道１号（現道） 中吉田交差点 
 
■【活動メンバー】 
   １号電線共同溝協議会メンバー 
     発注者・・・国土交通省 
     受注者・・・(株)NIPPO、日本道路(株)、NTTインフラネット(株)、中部電力(株)、(株)トーエネック等 
 
■【活動内容と参加人数】 
   声かけとポケットティッシュ配布（自転車・歩行者への注意喚起）、配布したポケットティッシュの数：約１６０個 
   参加人数：９人  
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【配布したポケットティッシュの中の自転車・歩行者への注意喚起】 
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